
大津市事業レビュー議事録（令和元年８月３１日） 

事 業 名 大津市社会福祉協議会事業運営補助事業 

会 場 新館大会議室 時 間 14:45～15:55 

事 業 番 号 4-1 所管部課名 福祉政策課 

実 施 体 制 コーディネーター１名、審議員５名、市民評価員４０名 

市担当３名 

市民評価員 

評 価 結 果 
（３）改善し、市が実施 

内 

 

訳 

（１）不要・凍結 ７名 

（２）国、県、広域で実施 2 名 

（３）改善し、市が実施 ２４名 

（４）現行どおり、市が実施 

   事業拡大、拡充し、市が実施 
７名 

 

事業レビュー発言要旨 

【コーディネーター（コ）、審議員（審）、市民評価員（市評）、市担当（市担）】 

意見又は質問 質問に対する回答 

（コ） 

先ほどＶＴＲで見ていただいたのは、事業

レビュー対象事業の補助にかかるものとい

うよりは、社会福祉協議会の事業の全部見

ていただいた感じなので、ぴったりとはき

ませんが、そのあたりを整理してから中身

にと思います。 

 

社協全体の収入は 

３億 6,000 万ぐらいで、 

補助が１億 2,000 万、 

それから委託が１億 4,000 万ぐらいで、 

そうすると、残り差っ引くと、自主財源が

１億円ぐらい。 

 

今日の話題になってるのは 

この補助の１億 2,000 万円。 

 

活動実績にある、心配事の相談所だとか高

齢者等地域見守りネットワーク事業とか、

こういった活動は地域支援事業補助による

ものか。 

 

 

 

 

 

 

 

（市担） 

全部、地域支援の中の事業です。 



（コ） 

地域支援事業の 877 万円の補助でこれだ

けの事業を実施されてるということ。 

その補助については、実際、自主事業と合

わせて委託事業にも関わっていらっしゃる

職員がおりますので、そういった方の人件

費を全てそこで見るわけじゃなくて、委託

の方の事業でも見ていると。 

例えば、週５日間働いてる常勤の方が、週

３日は委託事業でお金を貰ってるけど、そ

の残りの２日分は、こっちの補助金のお金

が入っていて別の仕事してる、そういう考

え方でいい。 

 

 

（市担） 

各委託事業にも人件費を割り振って委託し

ておりますけれども、その他の事業も含め

て最終的に不足する人件費を法人運営事業

の中の人件費で見ております。 

（コ） 

委託って別に社協が受けても受けなくても

いい話なので、赤字になるような仕事を受

けちゃったら、そもそもおかしいですよね。

だから、委託の足りない部分をこの補助金

の方の人件費で穴埋めしてるって、ちょっ

とおかしくなっちゃうんですけど、そうで

はないのか。 

（市担） 

委託事業につきましては、大津市から７つ

の事業を委託しておりまして、そこでかか

る人件費については、それぞれ委託事業の

方で負担するということになっておりま

す。 

ただし、総務的に人事管理等が必要になっ

てきますので、そこについては、一部、管

理部門の方の職員さんの人件費などを見て

いくということがあります。 

 

 

（コ） 

その間接的な人と、さっきの事業に当たっ

てる人の人数の割合なんてわからない。 

（市担） 

正規職員でいきますと、31 年度は 31 名、

市補助金では 16 名の負担をしておりま

す。 

 

 

（コ） 

16 名分が補助ですか。 

（市担） 

はい。 

それと、生活困窮者の自立支援という委託

事業があるんですが、そこでは３名。 

それと同じく、生活困窮の学習支援で１名、

あと地域包括の事業があるんですが、それ

で８名、あと介護のサービス体制の整備で

３名、そんなところでそれぞれ人件費の負

担をしております。 

今、正規職員だけということで申しました

けども、そのほかの嘱託職員、あと臨時職

員さんも、それぞれその委託事業で負担し

てる部分と、市の補助金で負担してる分が

あるということになってます。 

 

 

 



（コ） 

ありがとうございます。 

その辺が多分、この事業の一番厄介な部分

かなあ。 

なので、給与体系は市に準ずるとあるので、

そんなに高額な人件費は払ってないという

ことは一定分かるんですけど、 

じゃあ実際それでどの人がどの仕事をして

るかというのを、細かくは、今のこの資料

だけでは中々分かり辛いので、そこは全体

で把握しながら進めていくしかないかなと

いうところです。 

 

 

（審） 

社協さんが受けている委託事業 

例えば、地域包括だとか生活困窮者自立支

援とかというのは、これは随意契約で委託

しているのか。 

 

（市担） 

はい、随意契約です。   

（審） 

地域包括なんていうのは、市原市の場合で

すと社協はやってなくて、社会福祉法人で

包括ができる要件を備えていれば、民間の

社会福祉法人が受託しているが、なぜ随意

契約で？ 

というのが、まず競争させるんであれば、

一般管理費の部分、要は人件費で足らない

部分を補助金で出しちゃったら、そのほか

の事業者と公平じゃないというか、競争が

ね。 

本当は 120 かかるのに 100 で出してた

ら、そりゃ経費的には社協のほうが安くな

ってしまうんで。 

そういう民間の法人が育ってないとかそう

いう背景があるんでしょうか。 

 

 

（市担） 

大津市の包括支援センターというのは、民

間の有資格者を集めるやり方でして、社協

さんもおられれば、地域の老人福祉施設の

社会福祉法人もおられまして随意契約と言

えば随意契約ですが、どちらかというと広

範囲において人員を集めている状況です。  

（審） 

社協が窓口になってるんだけれども、その

メンバーというのはいろんな施設から集ま

っているということか。 

（市担） 

社協さんだけからという訳では無いです

ね。 

例えば、特別養護老人ホームを運営してい

る施設の法人とかからも派遣をお願いして

おります。 

 

 （市担） 

大津市を 7 つのブロックに分けて、それぞ

れ主任ケアマネージャーや社会福祉士な

ど、地域に根差した法人からお願いして派

遣をしていただいた経過がございます。    

 



（審） 

社協がコーディネート役をやってて、契約

の相手方は社協なんだけども、そのメンバ

ーというのは社協の職員とかだけじゃなく

て広く大津市全体で支えてると、そういう

考えか。 

（市担） 

そうです。 

（審） 

多分どこのお役所でも補助金の交付要綱っ

てあるんだと思うんですね。どういう事業

に対して、補助対象経費は幾らで、あと補

助率が幾らなのかっていう。 

補助対象経費と補助率のことをちょっと説

明していただければ。 

（市担） 

補助金の交付基準というのを設けておりま

すので、社会福祉協議会の事務局の維持経

費の部分について、補助金については 

10 分の 10 を補助するということになっ

ております。 

人件費につきましても、他の補助金で負担

がないというものについて、10 分の 10

の補助をしております。 

それと、学区社協の方に助成しております

ので、その部分について、それぞれ活動推

進事業等に、補助の単価なりを世帯数で掛

けて、それぞれ事業に対し補助金の交付を

しているところです。 

 

 

（審） 

自主財源というのも全体で１億ぐらいある

んですね。 

福祉事業なので、自主財源でやってくれと

いうのは難しいところもあるのかもしれな

いですが、その自主財源は何に使ってるの

かっていう。 

社協さんじゃないから分かんないかも知れ

ないですけど、要は、10 分の 10 見る必

要があるのか。 

 

（市担） 

当然、社会福祉協議会については民間の団

体でありますので、自主性、自立性という

のが十分あります。そして、当然、自主財

源で賄うものは社協の方で賄っていただき

まして、その不足分について市が負担する

という様な事でございます。 

（審） 

繰り返しすいません。 

じゃ、その自主財源でやる分というのは、

補助事業でも委託事業でもなく、ちょっと

メニューは分かりませんけども、社協独自

の事業の財源として使ってると、そういう

こと。 

分かりました。 

 

 

（審） 

地域支援事業で 877 万円。 

これ地域支援事業と、そこに学区社協への

助成、これはいいんですけど、施設連絡会

の運営費の経費ってのがあって、これに幾

ら掛かってるのか。 

 

（市担） 

主なものは、学区社協への活動費の推進事

業ということで 99 万円と、地域福祉活動

充実補助金というのが、これも３６学区に

出ておりますけど、729 万 8,000 円を補

助として出しています。 



（コ） 

要は地区に対して市社協を通して学区社協

に配って頂いてるっていう感じ。 

そうすると、36 学区だと１学区 20 万く

らい。 

大きいところ小さいところの活動もそれぞ

れあるので、それぐらいの活動費用を地区

社協に分配して貰ってると。 

ご指摘の施設連絡会の事業というのはそれ

ほど大きなものではないという説明です

ね。 

 

 

（審） 

この補助金対象事業というのは、社協の方

が自主的に決められてるというふうに考え

ていいですね。 

そうすると、人件費がそれにつれて増加す

ると自動的に補助金も増えるという、そう

いう仕組みと考えていいですね。 

 

（市担） 

はい。 

（審） 

福祉のニーズはこれからどんどん増えてい

くというふうに考えると、ここの補助金も

右肩上がりという構図がある。 

そのときに、片方で市の財源的な制約があ

るが、このまま右肩上がりに上がっていく

と、あるいは社協のほうが独自でやられて

いくということの調整は、どういう形でや

られてるのか、それともやられてないのか

ということを聞かせていただきたい。 

 

 

（市担） 

H29 年度から市と社協の地域福祉計画を、

今まで別々だったものを一体的に作るよう

になって、事業について十分連携して、そ

れぞれが担う役割というようなところをし

っかり定めて、それぞれ地域福祉について

やっていく項目を定めておりますので、社

協が決めた通りになるというようなことで

はないです。 

（審） 

社協を運営していく中で、思っていた以上

のニーズというのは出てきますよね。 

その辺は調整というか、もうそれはそのま

ま実績として補助されているのか。                  

（市担） 

先ほど説明しました地域福祉計画によりま

して、毎年度の実績報告をして、その評価

というのを出しております。 

その中で、市と社協が協議をして、事業の

課題、問題点等を洗い出し、必要なところ

は見直し等を行っていると言うような事で

やっております。 

それと、年度当初は、社協と市の幹部揃い

まして年間の事業計画等の説明を受けてお

りますし、また７月頃には、次の年度に向

けての事業でありますとか、あと次年度の

予算でございますとか、そういう話をしな

がら進めさせて頂いてるところです。 

 

 

 

 



（コ） 

次年度、例えばコミュニティーソーシャル

ワーカーを１人増やしたいねとなったら、

補助金も 16 人の人件費だったが 17 人に

なるっていう調整をそこでされてるとい

う。 

（市担） 

特に委託事業につきましては、市が社協の

方に委託するということで、市がお金をつ

けないと社協のほうも人を雇えないので、

当然、委託事業で１人必要やと、市と社協

の中で決めた場合は増えていきます。 

 

 

 

（コ） 

委託事業だったら、どこどこの包括支援セ

ンターに１人社会福祉士を増やしたいとい

うので、割とわかりやすく１人増えるって

のは説明できると思うんですけど、 

こっちの補助のほうの人件費、 

これだけ事業があって、例えば先ほども、

制度の狭間で、いろんな新しい取り組みが

あって、例えば、ごみ屋敷の対応を考えな

きゃいけない、そしたらやっぱりそこに１

人、どこどこの地域に見てくれる人が１人

欲しいとかなったとき、また、こちらの補

助サイドの人件費をどう査定するか、どう

押さえていくかとか、どう増やしていくか

というのは、地域福祉計画の成果報告の中

でコントロールされてるんですか。 

それとも、別のところで。 

 

 

 

 

 

 

（市担） 

地域福祉計画の中でやってるんですけれど

も、社会福祉のニーズが増えていく中で職

員さんの負担も増してるというようなこと

になるかと思いますけども、そこは話をさ

せて貰っています。 

（コ） 

福祉のニーズってやっぱりいろいろ複雑に

もなるし、量も増えて高齢者も増えてとな

ってくると、もうそこが何と言うか、じゃ

あ来年も１人、再来年もまた１人、本当は

１人じゃなくて２人増やしたいとか３人増

やしたいというふうになっちゃうんじゃな

いか。 

逆に、こちらの委託の方はこれだけの仕事

量があって、幾らでこの仕事と人をつける

っていう説明は割としやすいと思うんです

けど、こっちの補助の方は割とアバウトに、

とにかく今忙しいんだよ、ぐらいな感じで、

じゃあ補助金増やして１人、もう１人雇い

たいってならないかなという心配はあるん

ですけど、そこはどうでしょう。 

 

 

（市担） 

確かに、増えていくと人を増やすというこ

とになるんですけども、最近特に委託事業

のところで人が増えてるというようなこと

がありましたが、今のところ補助対象のと

ころで人が増えてると言うような事はあり

ません。 



（審） 

今回、問題になってますのは、やはり補助

金の額が非常に大きいですから、その補助

金がどのようにどういう内訳で使われてい

るのかというのが資料を見ても全然分から

ないんですね。 

市民の方に評価していただくにしても、こ

れだけの１億超える補助金がどのような内

訳で使われてるのかというのを、ここでで

きるだけ詳しくご説明いただけないですか 

（市担） 

平成 30 年度ですけども、 

補助金総額は１億 2,700 万余りというこ

とですけども、先ほど言いましたように、

人件費について１億 1,800 万円余りとい

うことで、正規職員の人件費、あと嘱託、

臨時職員のそれぞれの人件費等の補助をし

ております。 

それと、事業費ですね、法人運営のほうの

事業費ですけども、そこに公用車の管理で

120 万円、あとの駐車料の負担が 140 万

円、あと銀行の振込手数料等が 20 万円余

り、あと端末のリースの保守、これが 470

万等、そこで事業費として負担をしており

ます。それと、先ほど言いましたように地

域支援事業ということで、学区社協への助

成ということで 870 万円余りを補助して

おります。  

 

（審） 

そうしますと、人件費が１億 1,800 万円

程度ということで非常に大きいですので、

これもできるだけ、どのような事業に対し

てどのような人員が配置されて、どの程度

の人件費になってるのか説明可能ですか。 

（市担） 

それぞれ社協の職員さんがどれぐらいの割

合でどの業務に携わってるというようなこ

とは詳細には答えられませんが、ふれあい

相談、福祉資金の貸し付け、地域の見守り

ネットワーク事業など、それぞれ社協が地

域のほうに出向いて実施をしている事業に

対し、それぞれ職員が当たってるというこ

とです。 

（審） 

それぞれ、どれぐらい人員配置が必要なの

かは、補助金の申請のときに内容に上がり

ませんか。 

（市担） 

補助金を申請していただくに当たって、社

協の方から、どういった事業に何名かとい

う様なところの見積もりを頂いております

ので、それを審査させていただく中で、そ

の適性を見きわめて交付の処理を行ってお

ります。 

 

（審） 

内訳については、今はわからないか。 

（市担） 

今、手元に資料を持っておりません。 

（コ） 

今のお話で、１億 1,000 万円の人件費だ

けというのではやっぱりちょっと説明が足

りない部分、多分、別に悪いことしてるわ

けじゃないとは思うんですけど、誰がどの

仕事をどれだけ割り当てるというところま

で精査しているというよりは、 

前年対比でここが足りないから少しつける

とか、人が増えるとか減らすとか、 

そういう話でやってるのかなあという感じ

です。 

 

 



（コ） 

この事業レビュー、基本、インプットの予

算があって、それに対してどれだけの仕事

をしたかってアウトプットがあって、それ

がどれだけ地域のために、市民のために役

に立ったか、 

インプット、アウトプット、アウトカムと

考えたときに、 

今は１億 1,800 万円のインプットはハッ

キリ数字として分かってるけれども、それ

がアウトプットとして 16 人の人件費にな

ってるってことも分かってるんだけど、 

コミュニティーソーシャルワーカー７人は

ハッキリしてるけど、それ以外の仕事にど

れぐらいの投入量があって、どれぐらい頑

張ってるかと言うのが分からないまま、ア

ウトカムの部分が見えないので、この 16

人が本当に適正なのか、 

10 人でもできるんじゃないか、いや本当

は 30 人いればもっといい成果が出るんじ

ゃないのという議論にならないので、補助

とはいえ、何を市としてはやってほしいか

ら補助するのか、それをどれぐらいやって

ほしいから、 

この１億 1,000 万円が妥当なのか妥当じ

ゃないかという議論にたどり着けてないな

あと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審） 

恐らくこの事業って、絶対要らんよって思

ってる人はいなくて、すごい事業をされて

るんだな、大変だろうなって思っていると

思う。 

その中で、ここはちょっと無駄だよねとか、

ここは足りない、とかいうような吟味すら

できない状態っていうことを認識し残念で

す。 

心配事相談員に何人必要で、幾ら掛かって

るという計算ができないし、その成果って

いうのが単位も出ていないし、現場ではす

ごく頑張っておられると思うんですけれど

も、見えてこない。 

 

 

 

 

 

（市担） 

具体的にどの業務に何名が必要かという人

数まで把握しておりませんが、年を追って

相談件数は増えており相談窓口の増設やコ

ミュニティーソーシャルワーカーとか、地

域のコーディネートという役に当たる職員

を増やしていってるという現状から、必要

性というのは高まっております。 



（審） 

活動実績に計上されている、例えば社協全

体相談件数。 

これは補助金の事業として社協さんが受け

た相談件数なのか、 

あるいは委託で、例えば地域包括だとか生

活困窮者自立支援事業とかいろいろやって

ると思うんですけども、その件数もこれは

入っていますか。 

 

 

（市担） 

委託事業、包括とかそういうところの相談

件数は入っておらずに、社協自身が受けら

れた相談件数です。 

（審） 

相談とかっていうことだったらば、実は市

原市もそうなんですけども、障害者の相談

センター、高齢者は高齢者のとか、子供は

子供センターとか、何かいっぱいセンター

だらけになっちゃってて、相談の体系が全

然分かんないねっていうことで、 

関連事業で、例えば、地域包括だとか生活

困窮者自立支援事業だとかって言うのも一

緒に、心配事相談とか、何でも受け入れる

ことってできないですかね。 

その辺も教えていただければなっていうよ

うに思いました。 

 

 

（市担） 

市のそれぞれの相談事業というのはいろい

ろあって、委託事業で特化した中で相談を

受けられることもありますし、地域包括で

も相談は受けられます。 

そこで、社会福祉協議会で、総合的な福祉

相談を受けていただき、それぞれ関係機関、

必要なサービスにつなげていっていただい

てるということです。 

（審） 

間口は広く、何でも相談していいよ。 

何でも相談してもらって専門機関につなぐ

とかっていう役割を社協の地域支援事業で

は担っていると、そういうこと。 

理解いたしました。 

 

 

 

（コ） 

社協っておそらく、市役所に来て、ちょっ

と生活に困ってるんだけどというのがあっ

て、福祉、高齢、障害、母子、生活困窮、

生活保護、ある種縦割りの相談窓口がずら

っとある中で、今の社協の相談窓口ってそ

れとは別に横串というか、幅広く、必ずし

もこの縦割りに入らないものとか、あるい

は制度の狭間で、障害者手帳が出ない障害

者とか、重い病気でも障害手帳が出ないと

か、そういう人の相談を受けるのを、社協

が先駆的にやられてるっていうふうなイメ

ージですかね。 

 

 

 

（市担） 

知的障害の方なんかもそうですし、障害な

のかどうなのか分からない方ですね、狭間

にあるような方というのは、社協さんの窓

口で相談いただいております。   



（審） 

そういった業務のどこからも委託やお金が

出ない部分を、市の補助金で、社協の窓口

なり、あるいはもう少し個別の地域に根差

したコミュニティーソーシャルワーカーが

相談を受ける。 

例えば、お隣の人が急におかしくなっちゃ

って、毎日毎日ゴミを集めて、隣の家がゴ

ミ屋敷になったんだけど、どうしたらいい

ですかというのは、高齢かもしれないし障

害かもしれないけど、生活困窮かもしれな

い。 

どうもそちらには相談できないとしたら、

その相談は社協さんの方にするという役割

ですか。そんなイメージ。 

 

（市担） 

一旦相談をお受けして、こういう方はこう

いうところの機関に頼ったほうがいいなと

いう前裁きをして、ご案内をいただけると

いうような感じです。   

（審） 

社協のイメージみたいなものができ上がっ

てきましたが、例えば子供の学習支援委託

とかいろんな業務をやられていますが、本

当にそれを社協がやるべきことなのか、そ

れとも、それは地域のボランティアに任せ

て、そのコーディネートとか側面の支援だ

けをやるのが社協なのかとか、その辺の一

定整理がないと、どんどんどんどん社協の

仕事が膨れ上がってしまうので、そこを踏

みとどまっていかないと厳しいかなという

気はしますね。 

 

（市担） 

例えば、子供食堂の事業については、実際

社協の方が直接その事業に手を出すという

ことではなくて、それらの立ち上げなどの

支援をされたり、また、他の食堂との連携

の拠点というような役も担っていただいて

おります。 

それと、先ほどのごみ屋敷のことがありま

すけれども、なかなか行政の職員では対応

できないところを学区社協などの地域のボ

ランティアの方に担っていただいていると

いうところです。 

（審） 

先ほどちょっと出たんですけれども、経理

や総務系の作業をされる、いわゆる間接部

門と呼ばれるのは、この社協の中で何人ぐ

らいいらっしゃるのか。 

 

（市担） 

総務グループのほうに在籍している社協職

員さんのほうが８名、システム関連で１名

の計９名程度です。 

（審） 

ホームページで貸借対照表を見てわかった

んですが、ボランティア基金っていうのが

内部留保の大半を占めているのですが、こ

のボランティア基金というのはどういうも

のかお聞きになってるでしょうか。 

 

（市担） 

ボランティア基金については、通常の自由

に使えるお金ということではなくって、ボ

ランティアの支援のために使えるお金とい

うようなところです。  

（審） 

ただ、この社会福祉法人の事業の中でボラ

ンティアに直接使っておられる事業費は、

そんなにないようにも思われるが、内部留

保の分の半分以上を占めておられるほどの

基金を要する事業ということでよろしい

か。 

 

（市担） 

ボランティア基金につきましては、ボラン

ティアの基金を積み立て、それで、その利

息を使ってボランティアの活動のほうに充

てるというような形ですが、現状としては

利息がかなり低いので。 



（審） 

そうですね。 

ですから、今は利息で事業できるようなも

のではないと。 

ということは、基金を一般財源に使っても

特に問題ないのかなというふうに理解した

んですが。 

 

（市担） 

これは特別財源という形にしておりますの

で、社会福祉協議会の一般財源に使えない

ようにしております。 

（審） 

今の話だと、当初は市から渡したもので、

特定目的のためなので、そこは分けて内部

留保してるということ。 

 

（市担） 

いつどのようにとかの詳細は、調べないと

分かりませんが、特定目的のためのもので

す。 

（審） 

職員の方がイメージとしては 50 人。 

その割に理事の方と評議員の方は 20 数人

か 30 人近くいらっしゃって、頭でっかち

な組織になっている面が見えるのですが、

意思決定はしにくくないのか。 

 

 

 

（コ） 

社協の組織体制ですが、理事 14 人、監事

２人、評議員 18 人で、この理事は、社協

の方向性を決める方というか、会社で言う

と取締役のような方々で、18 人もおられ

ますので、意思決定はしにくいかもしれま

せん。 

ちなみに、この理事っていうのは、基本無

報酬ですか。 

 

 

（市担） 

費用弁償等は認めていますが、無報酬で対

応いただいております。監事もそうです。  

（コ） 

評議員というのは、組織の外の方々で、第

三者的な方というのか、評議委員会として

理事等を監視するための会議体として、そ

こに 18 人。 

この方々は、地域の方とか別の社会福祉法

人の方とかですか。 

 

（市担） 

はい、そうです。 

（コ） 

こちらも無報酬。 

（市担） 

そうです。 

（コ） 

なので、頭でっかちかもしれませんが、こ

こにそんなにコストは掛かってない。 

（市担） 

理事や評議員が多いというご指摘ですが、

元は理事 21 人、評議員 43 人おられたも

のを、社会福祉法人の改革というところで、

見直しを行われたものです。 

 

 



（審） 

いろんな相談を窓口で受けられるというこ

とですが、市民のアクセスの確保という点

について、ちょっとお伺いしたいんですけ

ど。 

浜大津駅前の大きい建物の５階ですか。 

（市担） 

浜大津の駅の前に明日都浜大津という建物

がありますが、そこの５階に社会福祉協議

会の事務局がありますが、社会福祉協議会

の方では、電話でのご相談とか窓口に直接

来訪されてのご相談、あと地域の中で心配

ごと相談所というのを開設されますので、

これも定期的に、例えば身近なスーパーと

か、そうしたところでさせて頂いたものを

社会福祉協議会の方でお受けしておりま

す。 

 

（コ） 

そうすると、さっきの縦割りの相談窓口っ

て、割とハッキリした建物があって、そこ

にカウンターがあるのがほとんどだと思う

んですけど、社協の方は、浜大津駅前の明

日都浜大津の５階の窓口はあるけれども、

そこで３万件を受けてるわけではなくて、

それ以外に地域に出向いて仮設のブースを

設けて受けるものとか、あるいは困ってる

方のお宅に伺って、そこで受けてるものが

この３万件を超える相談件数になってる、

そんな理解ですか。 

（市担） 

はい。 

窓口としては、社会福祉協議会の事務所、

電話での相談というのもございますし、市

からの委託事業として、例えば生活困窮者

の事業での相談から社協の取組みに流れて

いく場合もございます。 

地域のほうでの心配ごと相談所に来られる

場合や地域の学区社協の方から入ってくる

相談というのもあり、地域のほうにネット

ワークを張りながら、行政の施策の中に当

てはまらない部分についての相談をお受け

いただいているというようなところでござ

います。 

 

 

 

主な市民評価員

の 

評価シート 

特記記載内容 

・補助金の内訳、補助事業の実態がよく分からない。  

・社会福祉事業団と事業内容が被っているのであれば合併すべき。  

・高齢者の住宅を貸す制度を作って、若い世代が借りる様に出来た

らお金が回ると思う。 

・補助金の使途が見えて来ない。本当に必要な部分のみ補助する等

のメリハリをつけて減額する部分も明らかにしてほしい。  

・決して不要とは思わないが、全てについて一度見直す必要がある。 

・社協との合併には反対です。効率化は大切ですが、税金が福祉に

使われることは賛成です。 

 


